
＜報道関係各位＞

株式会社よみうりランドは、緊急事態宣言解除に伴う政府および自治体からの要請を受け、当社運営施

設を以下の通り営業いたします。

遊園地「よみうりランド」(東京都稲城市、川崎市多摩区)

▼滞留人数の上限を5,000名に制限していたのを、10月1日(金)より10,000名に変更いたします。

新感覚フラワーパーク「HANA🌼BIYORI」(東京都稲城市、川崎市多摩区)

▼引き続き、滞留人数の上限を5,000名にいたします。

感染状況や行政当局からの情報を参考に変更する可能性もあります。

営業時間・休園日などの情報は公式サイトをご確認ください。

よみうりランド https://www.yomiuriland.com/

HANA🌼BIYORI https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/

営業にあたっては、「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」などを踏ま

え、お客様と従業員の健康と安全を最優先とし、周辺状況や施設様態などを考慮した創意工夫を図って

まいります。

※このニュースは下記のクラブに配布しております。
東商記者クラブ、国交省交通運輸記者会、
レジャー記者クラブ、日本旅行記者クラブ
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